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(57)【要約】
【課題】接続対象の電極が凹部底面状になっていても面
接触が得られる接続電極を有する被挟持型の電気接続部
材の実現。
【解決手段】ゴム状弾性材で形成され、片面が平面で、
反対面に２個１組の突起が１組以上整列配置され、組を
成す突起の一方の中心には導体５が貫通している弾性部
材２個と、薄膜樹脂７の一面に前記２つの突起の平面位
置にまたがる一方の導体箔９が蒸着され、導体位置に対
応する位置に貫通孔のあるシート部材３個を用い、１枚
のシート部材の他面側に、弾性部材１の平面側を向け導
体５を貫通孔に合わせ、一方の導体箔のある一面側に弾
性部材の平面側を向け導体のない突起の中心位置を貫通
孔に向き合わせ、各弾性部材の突起面には、それぞれシ
ート部材１０を一方の導体箔を表側にし、貫通孔を導体
の位置に一致させて接続する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　下記（イ）および（ロ）の部材を（ハ）のように重ねた構造であることを特徴とする電
気接続部材。
（イ）　弾性材からなり、板状基部の片面に、予め定めた間隔を置いて２個で１組の突起
が１組以上整列して形成され、各組の突起のうち一方側の突起には基部をも貫く貫通孔を
有し、該貫通孔には導体が両端で弾性材の表面と面一になるように充填された弾性部材。
（ロ）　薄膜樹脂の一面側に、前記１組２個の突起にかけ渡る長さおよび幅の一方の導体
箔が前記弾性部材の突起の配置に合わせて配設され、導体箔の一方端寄りには薄膜樹脂を
貫く貫通孔を有し、この貫通孔を通して反対面側の他面側に形成された他方の導体箔との
導通が可能なシート部材。
（ハ）　（イ）の弾性部材２個を突起のない方の面を向い合わせ、互いに導体の貫通して
いる突起の位置と貫通していない突起の位置同士を位置合わせし、その間に（ロ）のシー
ト部材を挟み、シート部材の他面側の弾性部材の導体にはシート部材の貫通孔を合わせ、
シート部材の一面側の弾性部材の導体には該導体箔部分を合わせ、弾性部材の突起がある
側の各面には、シート部材の一面側を表側にして、その貫通孔を弾性部材の導体に位置合
わせして、上記５層の部材を重ね密着させた重ね構造。
【請求項２】
　シート部材の貫通孔のない方の端部寄りの一方の導体箔の周囲に沿って薄膜樹脂に切り
目が入っていることを特徴とする請求項１記載の電気接続部材。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電子部品と基板の間或いは基板と基板の間に挟持されて、それぞれの電極の
間を電気的に導通させる両面接点を有する被挟持型電気接続部材の技術分野に属する。
【背景技術】
【０００２】
　図４は従来の電気接続シートの断面図である。
　ゴム弾性シート体２０にワイヤ１９が斜めに埋め込まれており、ワイヤの両端部分に球
面状の接点部１７、１８が設けられている。
　この電気接続シートは、下側に回路基板を置き、上面に半導体パッケージを置き接点部
１７、１８がそれぞれ回路基板や半導体パッケージの電極に当接するようにして上下方向
に所定の加圧を行って、電気接続を得るようにしているものである（例えば、特許文献１
参照）。
【特許文献１】特開平９－３５７８９号公報（段落［００１７］、［００２２］、図１、
図５）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　しかし、このような球面状の接点部では回路基板の電極や半導体パッケージのパッドに
接した場合それは点接触にならざるを得ず、必然的に接触抵抗が高いという問題がある。
　また、被接続体が、ソルダレジストを有していてパッドが奥まった凹んだ位置にあるよ
うな場合には、ワイヤや接点部がゴム弾性シート体と密着しているため凹みに充分対応で
きずに、接触抵抗が更に高くなるという問題があった。
【０００４】
　本発明の課題は、上記従来技術の問題点に鑑みて、回路基板の電極や、半導体パッケー
ジのパッドへの接触は面接触するようにし、更にソルダレジストを有することによりパッ
ド等が凹んだ位置にあってもこれに充分面接触が可能な接触部を有する電気接続部材を実
現することにある。
【課題を解決するための手段】
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【０００５】
　本発明は、上記の課題を解決するために以下の手段構成を有する。
　本発明の第１の構成は、下記（イ）および（ロ）の部材を（ハ）のように重ねた構造で
あることを特徴とする電気接続部材である。
（イ）　弾性材からなり、板状基部の片面に、予め定めた間隔を置いて２個で１組の突起
が１組以上整列して形成され、各組の突起のうち一方側の突起には基部をも貫く貫通孔を
有し、該貫通孔には導体が両端で弾性材の表面と面一になるように充填された弾性部材。
（ロ）　薄膜樹脂の一面側に、前記１組２個の突起にかけ渡る長さおよび幅の一方の導体
箔が前記弾性部材の突起の配置に合わせて配設され、導体箔の一方端寄りには薄膜樹脂を
貫く貫通孔を有し、この貫通孔を通して反対面側の他面側に形成された他方の導体箔との
導通が可能なシート部材。
（ハ）　（イ）の弾性部材２個を突起のない方の面を向い合わせ、互いに導体の貫通して
いる突起の位置と貫通していない突起の位置同士を位置合わせし、その間に（ロ）のシー
ト部材を挟み、シート部材の他面側の弾性部材の導体にはシート部材の貫通孔を合わせ、
シート部材の一面側の弾性部材の導体には該導体箔部分を合わせ、弾性部材の突起がある
側の各面には、シート部材の一面側を表側にして、その貫通孔を弾性部材の導体に位置合
わせして、上記５層の部材を重ね密着させた重ね構造。
【０００６】
　本発明の第２の構成は、前記第１の構成において、シート部材の貫通孔のない方の端部
寄りの一方の導体箔の周囲に沿って薄膜樹脂に切り目が入っていることを特徴とする電気
接続部材である。
【発明の効果】
【０００７】
　前記課題解決手段の（イ）の弾性部材と（ロ）のシート部材を（ハ）のように重ね合わ
せた電気接続部材に対し、上面側においては、パッドを有する基板（上基板とする）のパ
ッドをシート部材面に向けて導体の充填されていない突起の位置に合わせて配置し、下面
側においてもパッドを有する基板（下基板とする）のパッドをシート部材面に向けて導体
の充填されていない突起の位置に合わせて配置し、上下の基板を電気接続部材に向けて加
圧すると、シート部材の導体箔が導体の突起に押されて、基板のパッドに押し付けられパ
ッドと導体箔が接触し電気的接続が得られるがこのとき、真中のシート部材を挟んで反対
側の弾性部材の突起に充填された導体が反対側の基板面からの圧力を受け、パッドの位置
に対応する突起を背面から押し付けることになり、パッドとシートの導体箔の接触が一層
加圧されパッドと導体箔の面接触となり接触が確実になる。
【０００８】
　また、以上のような接触構造であるので、基板にソルダレジストが設けられていて、パ
ッドがソルダレジスト面より引っ込んだ（奥まった）位置にある場合でも、シート部材の
薄膜樹脂および導体箔は柔軟であるので、パッドが表面より奥まった位置にあっても、こ
の窪みに順応して確実な面接触が得られるという効果がある。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００９】
　弾性部材の突起の貫通孔に充填されている導体は、はんだ等の高導電性かつ高剛性の導
電体が最良である。
　この場合はんだボール、あるいははんだペーストを一度溶融させた後、硬化させたもの
でよい。この際には、貫通孔の中に導電体がむら無く配設されるように、予めめっき等で
貫通孔の内周面に金属薄膜を生成しておくのが最良である。
【実施例】
【００１０】
　以下、本発明の電気接続部材の実施例を図面を参照して説明する。
　図１は、本発明の電気接続部材の断面図である。
　（ａ）は５層の、弾性部材とシート部材を接着する前の状態であり、図（ｂ）は接着し
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た状態である。
　図２は、図１の弾性部材１を突起のある側から見た平面図（図２の（ａ））およびその
断面図（同じく（ｂ））とシート部材１０を一面側から見た平面図である。
【００１１】
　弾性部材１は、例えばシロキサン系のシリコンゴム等の弾性材２で形成したもので弾性
を有し、板状基部の片面に、予め定めた間隔例えば接続対象基板の電極パッドの間隔に合
わせて、第１の突起３と第２の突起６とを行列状に有しており、第１の突起３には貫通孔
４が設けられその中に弾性材２より剛性のあるはんだ等の導体５が充填されている。一方
、第２の突起６は弾性材のみの突起となっている。突起のない側の面は平面となっている
。
【００１２】
　シート部材１０は、厚さ１０μｍ以下のアラミド等のフィルムからなり、所定のピッチ
で行列状に貫通孔８が設けられており、シート部材１０の一面に、この貫通孔を含んで、
弾性部材１の１組の第１の突起３と第２の突起６の配置位置をカバーする一方の導体箔９
が蒸着等によって設けられている。
　また、反対面である他面に導体５と接続する他方の導体箔９′が蒸着等によって、貫通
孔８を介して設けられ、一方の導体箔９と他方の導体箔９′とが接続している。
　そして、一方の導体箔９の、貫通孔８から延びた部分の周囲には一方の導体箔９が薄膜
樹脂とともに撓むことができるように切り欠き１１が設けられている。
【００１３】
　そして、シート部材１０の他方の導体箔９′が形成された他面側の面を弾性部材１の第
１の突起３の導体５に当接させると導体５とシート部材１０の一面に形成された一方の導
体箔９とが接続されるようになっている。
【００１４】
　図２の（ａ）と（ｃ）の位置関係は、（ａ）の導体５の位置と（ｃ）の貫通孔８の位置
を一致させ、（ａ）の第２の突起６と（ｃ）の各一方の導体箔９の左斜め下方部とが一致
するようになっている。
【００１５】
　図１の（ａ）は、このような弾性部材１とシート部材１０を用い、１枚のシート部材１
０の片側の面（例えば上側の面）で弾性部材１の突起のない平らな面をシート部材１０に
向けて、第２の突起６の位置とシート部材１０の貫通孔８の位置とが合うようにして向か
い合わせ、反対側の面（例えば下側の面）では、別の弾性部材１の突起のない平らの面を
シート部材１０に向けて、第１の突起３の貫通孔４に充填されている導体５の位置とシー
ト部材１０の貫通孔８の位置とが合うようにして対向させている。
【００１６】
　そして、上側と下側の弾性部材１それぞれの外側面には別のシート部材１０の一方の導
体箔９が形成されている一面側を表側に向け、その貫通孔８と弾性部材１の導体５とが向
き合うようにして対向させている。
　このように対向させ、（ｂ）のように互いに当接させた状態にすると、弾性部材１の導
体５とシート部材１０の一面に形成された一方の導体箔９とが導通するとともに弾性部材
１とシート部材１０からなる５層構造が構成される。
【００１７】
　図３は、図１から、第１の突起および第２の突起の１組部分を取り出して拡大するとと
もに、その上側面および下面側に接続対象である回路基板を配した図である。
　上基板パッド１４は、電気接続部材の上側の弾性部材１の第２の突起６の位置に対応す
るように配置され、下基板パッド１５は、電気接続部材の下側の弾性部材１の第２の突起
６の位置に対応するように配置される。
【００１８】
　この状態で、（ｂ）のように、図示されていない押さえ機構により上下の基板に電気接
続部材を挟むような力が加わると、まず、上下のシート部材１０が上下の各基板に当接す
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る。それ以上に加圧していくと上下の弾性部材１の導体５がシート部材１０の貫通孔８の
部分を介して基板から反力を受け、この反力が真中のシート部材１０を介して反対側の弾
性部材１の第２の突起６を突起の底部分から突起先端へ向け押し付けることになる。
【００１９】
　その結果、上下の弾性部材１の第２の突起６はシート部材１０を上基板パッド１４、下
基板パッド１５へ押し付けることになる。この押し付けられる部分には、貫通孔８の部分
から連なる一方の導体箔９が設けられているので、この導体箔が、上基板パッド１４、下
基板パッド１５に接触することになる。第２の突起が弾性を有するうえ、シート部材１０
の薄膜樹脂７および一方の導体箔９はいずれも薄く可撓性に富んでいるので、基板のパッ
ドが、上基板パッド１４、下基板パッド１５のようにソルダレジストの存在によってパッ
ド面が窪んでいてもこの窪みに応じて変形し、各パッドと一方の導体箔９とは面接触する
。
　一方の導体箔９の周囲に図２の（ｃ）に示すような切り欠き１１がある場合には、一層
面接触し易くなるという効果がある。
【００２０】
　以上のようにして、上基板パッド１４は、上側のシート部材１０の一方の導体箔９に接
し、貫通孔８部分を経て、上側の弾性部材１の導体５、それと接する真中のシート部材１
０の一方の導体箔９、その貫通孔８、下側の弾性部材１の導体５、下側のシート部材１０
の貫通孔８、その一方の導体箔９を経て下基板パッド１５と電気的に接続されることにな
る。
【００２１】
　本実施例では、弾性部材の第１の突起や第２の突起、およびシート部材の貫通孔や導体
箔の配置を図２のようにしているが、これらの配置は、これらに限られるものではなく、
むしろ、接続対象である回路基板の電極や半導体チップのパッドの配置に合わせて種々の
配置を採り得るものである。
　本実施例では、導体５をはんだ等により形成したが、導電粒子を含んだ樹脂等の導電部
材や導電性接着材等を用いても良い。
【００２２】
　弾性部材およびシート部材で５層を積層した状態ではんだリフローにより、シート部材
１０の他方の導体箔９′と導体５の突起先端側、導体５の突起と反対側の端部とシート部
材の一方の導体箔９とがはんだ付けされて電気接続部材として一体化しても良い。
【図面の簡単な説明】
【００２３】
【図１】本発明の電気接続部材の実施例の断面図である。
【図２】本発明の電気接続部材を構成する弾性部材の突起側平面図とＡ矢視方向断面図お
よびシート部材の導体箔側平面図である。
【図３】図１から第１の突起および第２の突起の１組部分の拡大とその上面側および下面
側に接続対象である回路基板を配した断面図である。
【図４】従来の電気接続シートの断面図である。
【符号の説明】
【００２４】
　１　弾性部材
　２　弾性材
　３　第１の突起
　４　貫通孔
　５　導体
　６　第２の突起
　７　薄膜樹脂
　８　貫通孔
　９　一方の導体箔
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　９′　他方の導体箔
　１０　シート部材
　１１　切り欠き
　１２　上基板
　１３　下基板
　１４　上基板パッド
　１５　下基板パッド
　１６　ソルダレジスト
　１７　接点部
　１８　接点部
　１９　ワイヤ
　２０　ゴム弾性シート体

【図１】 【図２】
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